
市非常勤嘱託員（教員）の募集
問合先：学校教育課

学校教育担当
　

市
で
は
、
平
成
25
年
度
の
非
常
勤

嘱
託
員（
教
員
）を
募
集
し
ま
す
。

■
職
務
内
容

　

市
内
の
各
小
中
学
校
に
所
属
し
、

市
費
負
担
教
員
と
し
て
児
童
・
生
徒

へ
の
学
習
指
導
な
ど
、
学
校
教
育
に

従
事
し
ま
す
。

■
任
用
条
件

・
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
、
小

学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は
一
種
の
免

許
を
取
得
見
込
み
の
方
。

・
既
に
小
学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は

一
種
の
免
許
を
お
持
ち
の
方
。

・
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
、
中

学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は
一
種
の
外

国
語
教
科（
英
語
）の
免
許
を
取
得
見

込
み
の
方
。

・
既
に
中
学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は

一
種
の
外
国
語
教
科（
英
語
）の
免
許

を
お
持
ち
の
方
。

・
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
、
高

等
学
校
教
諭
の
専
修
、
又
は
一
種
の

外
国
語
教
科（
英
語
）の
免
許
を
取
得

見
込
み
の
方
。

・
既
に
高
等
学
校
教
諭
の
専
修
、
又

は
一
種
の
外
国
語
教
科（
英
語
）の
免

許
を
お
持
ち
の
方
。

■
募
集
人
員

　

小
学
校
教
員
若
干
名

　

中
学
校
教
員
若
干
名

■
勤
務
条
件

賃
金
月
額　

１
６
７
、０
０
０
円

※
通
勤
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、

通
勤
距
離
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

支
給
し
ま
す
。

任
用
期
間　

平
成
25
年
4
月
1
日
～

　
　
　
　
　

平
成
26
年
3
月
31
日

　
　
　
　
　

年
次
有
給
休
暇
有
り
。

勤
務
時
間　

7
時
30
分
～
16
時
15
分

※
学
校
長
の
判
断
に
よ
り
、
始
業
・
終

業
時
間
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

１
日
あ
た
り
の
実
働
時
間

　

原
則
７
時
間
45
分
、
別
途
休
憩
時

間
有
り
。

社
会
保
険
等　

健
康
保
険
法
、
厚
生

年
金
保
険
法
及
び
雇
用
保
険
法
の
各
要

件
に
該
当
す
る
場
合
は
加
入
し
ま
す
。

■
申
込
手
続
き

　

平
成
25
年
1
月
21
日（
月
）
ま
で

に
、
教
員
免
許
状
又
は
教
員
免
許
状

取
得
見
込
証
明
書
の
コ
ピ
ー
、
履
歴

書（
写
真
貼
付
の
こ
と
）と
職
務
経
歴

書
を
都
留
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
郵
送
可
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、

封
筒
に「
市
非
常
勤
嘱
託
員（
教
員
）申

込
」と
赤
字
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

■
選
考
方
法

　

書
類
選
考（
１
次
選
考
）と
小
論
文
・

面
接
選
考（
２
次
選
考
）に
よ
り
ま
す
。

小
論
文
・
面
接
選
考（
２
次
選
考
）は
、

１
次
選
考
で
選
考
さ
れ
た
方
を
対
象

に
実
施
し
ま
す
。（
日
程
は
２
月
中
旬

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
１
次
選
考
で

選
考
さ
れ
た
方
に
は
別
途
ご
連
絡
し

ま
す
。）最
終
選
考
の
結
果
は
、
２
月

末
ま
で
に
面
接
を
受
け
た
方
に
ご
連

絡
し
ま
す
。

市民に「愛される水」を目指して― バナジウムたっぷり、「熊太郎の大好物」
問合先：水資源活用課

水道業務担当
　

平
成
の
名
水
百
選「
十
日
市
場
・
夏

狩
湧
水
群
」  

富
士
の
山
肌
に
注
い
だ
雨

や
雪
が
火
山
灰
や
礫れ
き

を
フ
ィ
ル
タ
ー
に

し
て
、
長
い
年
月
を
か
け
て
地
下
の
水

脈
に
た
ど
り
着
く
。
地
下
に
眠
る
い
く

筋
も
の
水
脈
の
一
部
が
十
日
市
場
や
夏

狩
地
区
が
出
口
と
な
っ
て
湧
き
出
て
い

ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
湧
水
群
に
あ
る
第
一

水
源〝
熊
太
郎
水
源
〟か
ら
湧
き
出
た
原

水
を
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
水
と
し
て
製

造
販
売
を
し
て
い
ま
す
。
昨
年
８
月
に

ラ
ベ
ル
を
一
新
し
、
市
の
木
・
花
・
鳥

な
ど
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
美
し
い
雫
の

デ
ザ
イ
ン
に
衣
替
え
を
し
ま
し
た
。

　

市
民
に「
愛
さ
れ
る
水
」を
目
指
す
た

め
、
自
治
会
・
市
民
団
体
な
ど
の
会
議

や
会
合
な
ど
で
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
販
売
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ボ
ト
ル

と
グ
ラ
ス
を
セ
ッ
ト
に
し
た
ギ
フ
ト

セ
ッ
ト〝
つ
る
の
雫
〟も
、
同
時
に
販
売

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

「
熊
太
郎
の
大
好
物
」

１
本
：
１
１
０
円（
５
０
０
ｍ
ｌ
）

ギ
フ
ト
セ
ッ
ト「
つ
る
の
雫
」

ワ
ン
コ
イ
ン
５
０
０
円（
税
込
５
２
５
円
）

４月から小中学校へ入進学する子がいるひとり親家庭の方へ 問合先：記事をご覧ください
　

平
成
25
年
４
月
に
小
中
学
校
へ
入

進
学
す
る
児
童
・
生
徒
が
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
に
、
県
よ
り
支
度
金
と
し

て
児
童
一
人
に
つ
き
１
万
円
を
支
給

し
ま
す
。

■
対
象
者

○
県
内
在
住
者
で
あ
る
こ
と

○
平
成
25
年
４
月
に
山
梨
県
内
の
小

中
学
校（
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
・

中
学
部
を
含
む
）へ
入
進
学
す
る
児

童
・
生
徒
を
監
護
し
、
生
計
を
同
一

と
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親（
父
母

の
な
い
児
童
の
養
育
者
を
含
む
）で

あ
る
こ
と

※
た
だ
し
、
児
童
福
祉
施
設（
母
子

生
活
支
援
施
設
を
含
む
）に
入
所
中

の
児
童
並
び
に
里
親
に
委
託
中
の
児

童
は
除
く

○
平
成
24
年
度（
平
成
23
年
分
）の
所

得
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
で
あ
る

こ
と

○
生
活
保
護
の
受
給
世
帯
で
な
い
こ
と

■
支
給
額　

該
当
の
子
１
人
に
つ
き

１
０
、０
０
０
円

■
手
続
き
方
法

提
出
書
類

○
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入
進
学

支
度
金
支
給
申
請
書

○
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
受
給

者
証
の
写
し
な
ど
、
資
格
を
証
明
す

る
書
類

申
請
期
間　

１
月
４
日（
金
）～

　
　
　
　
　

１
月
31
日（
木
）

提
出
先　

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健

福
祉
事
務
所
福
祉
課
、
ま
た
は
い
き

い
き
プ
ラ
ザ
都
留
福
祉
課
子
育
て
支

援
担
当

問
合
先

　

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉

　

事
務
所
福
祉
課　

児
童
生
保
担
当

　

☎
０
５
５
５（
24
）９
０
４
２

　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
福
祉
課

　

子
育
て
支
援
担
当

　

☎（
46
）５
１
１
２

パブリック・コメントを実施します
問合先：健康推進課

介護保険担当　☎（46）5113
　

市
で
は
、
次
の
案
件
に
つ
い
て
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
募
集
し

ま
す
。

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
都
留
市
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
骨
子（
案
）

　　
「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律（
平
成
23
年
法
律
第
37
号
）」及

び「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の

た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律（
平
成
23
年
法
律
第
72

号
）」に
よ
る
介
護
保
険
法
の
一
部
改

正
に
伴
い
、
国
の
省
令
で
定
め
ら
れ

て
い
た「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
」ほ
か
２
基
準
を
本

市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

都
留
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

制
度
実
施
要
綱
に
基
づ
き
、
市
と
し

て
の
基
準
を
定
め
る
た
め
に
新
規
に

制
定
す
る
条
例
の
骨
子
案
を
公
表
し

ま
す
。

■
公
表
及
び
意
見
の
募
集
期
間

　

１
月
７
日（
月
）～
21
日（
月
）

■
問
合
先

　

市
民
・
厚
生
部　

健
康
推
進
課

■
意
見
の
提
出
方
法

　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

１　

直
接
提
出

　

２　

郵
送
に
て
提
出

　

〒
４
０
２
―
８
５
０
１（
住
所
不
要
）

　

市
民
・
厚
生
部　

健
康
推
進
課

　

３　

Ｆ
Ａ
Ｘ　
（
46
）５
１
１
９

　

４　

電
子
メ
ー
ル

　

kaigohoken@
city.tsuru.lg.jp

※
様
式
は
自
由
で
す
が
、
住
所
、
氏

名
及
び
連
絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

　

記
入
が
な
い
場
合
は
受
け
付
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

■
公
表
の
方
法

　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情
報
公
開

総
合
窓
口（
行
政
管
理
課
）、
健
康
推

進
課
、
各
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
（
土
・
日
・
祝
日
閉
庁
）で
縦

覧
で
き
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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確定申告のお知らせ 問合先：大月税務署　☎（22）3151

■
申
告
書
の
提
出
方
法

　

申
告
書
の
提
出
は
、
郵
便
又
は
信
書

便
に
よ
る
送
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
告
書
の「
控
」に
税
務
署
受

付
印
の
押
印
及
び「
控
」の
返
送
を
希
望

す
る
方
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
又
は
万
年
筆

で
記
載
し
た「
控
」と
宛
先
を
記
入
し
た

返
信
用
封
筒（
切
手
を
貼
付
）を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の「
控
」に
税
務
署
受
付
印
の

押
印
を
希
望
す
る
方
は
、
ボ
ー
ル
ペ
ン

又
は
万
年
筆
で
記
載
の
う
え
、
提
出
用

と
一
緒
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　

税
務
署
か
ら
は
、
申
告
書
の
提
出
後

に
、
納
付
書
や
納
税
の
お
知
ら
せ
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
申
告
に
よ
り
納

付
す
べ
き
税
金
は
、
納
付
期
限(

＝
申

告
期
限)

ま
で
に
納
付
書
に
よ
り
、
最

寄
り
の
金
融
機
関
の
窓
口
も
し
く
は
税

務
署
窓
口
で
納
税
を
お
願
い
し
ま
す（
口

座
振
替
を
除
く
）。

※　
「
納
付
書
」は
、
税
務
署
及
び
金
融

機
関
に
ご
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

所
得
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
納
税
に
は
、
安
全
で
便
利
な
口
座
振

替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
所
得
税
の
口
座
振
替
を
ご
利
用
さ
れ

て
い
る
方
で
も
、
大
月
税
務
署
管
内
に

転
入
さ
れ
た
場
合
や
、
新
た
に
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
を
ご
利
用
さ
れ
る
場

合
に
は
、
改
め
て
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※「
口
座
振
替
依
頼
書
」は
、
税
務
署
及

び
金
融
機
関
に
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、「
確
定
申
告
書
の
手
引
き
」に
も

様
式
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

◎国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】では、確定申告に必
要な各種情報などを提供しています。
・ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で入力し
た申告書データに電子証明書を添付して、そのまま送信（提
出）することができる e-Tax（ｲｰﾀｯｸｽ）があります。e-Tax を
ご利用いただくためには、所定の手続が必要ですので国税
庁ホームページをご覧ください。
・また、「確定申告書等作成コーナー」で入力し、プリント
アウト（白黒でも可）した確定申告書などは、そのまま税務
署に提出することもできます。
・なお、国税庁ホームページでは、確定申告書のほかにも
税務に関する主な行政手続についての申請・届出書様式を
提供していますので、是非ご利用ください。

内　　容 期　　間

所得税の確定申告の相談、
申告書の受付及び納税の期限 ２月18日（月）～３月15日（金）

還付申告の提出 １月４日（金）～

贈与税の申告 ２月１日（金）～３月15日（金）

個人事業者の消費税及び
地方消費税 １月４日（金）～４月１日（月）

※口座振替をご利用の場合の振替日は、所得税が４月22日
（月）、消費税及び地方消費税が４月24日（水）です。
※提出期限間近になりますと、税務署は大変混雑しますので、
申告はお早目にお願いします。
※税務署では、「申告書作成会場」を設けて、申告書の書き方
などのアドバイスを行っていますので、ご利用ください。

切
り
離
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
確
定
申
告
の
相
談
会

　

確
定
申
告
書
の
書
き
方
な
ど
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
相
談
会
な
ど
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
お
越
し
の
際
は
、
次
の
も
の

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

・
平
成
24
年
分
の
収
入
金
額
、
必
要
経
費
、

所
得
金
額
の
わ
か
る
も
の
、
源
泉
徴
収

票
、
国
民
健
康
保
険
の
領
収
書
、
国
民

年
金
保
険
料
及
び
国
民
年
金
基
金
の
掛

金
の
支
払
を
し
た
旨
を
証
す
る
書
類
、

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
寄
附
金

な
ど
の
各
種
控
除
の
支
払
を
し
た
旨
な

ど
を
証
す
る
書
類
、
申
告
書
が
税
務
署

か
ら
送
付
さ
れ
た
方
は
そ
の
申
告
書

・
平
成
23
年
分
の
申
告
書
・
収
支
内
訳

書
等
の「
控
」

・「
印
鑑（
認
印
）」、「
計
算
器
具
」、「
筆

記
用
具
」な
ど

・
還
付
申
告
の
方
は
還
付
金
の
振
込
先

金
融
機
関
名
・
預
貯
金
種
別
・
ご
本
人

の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

■
税
理
士
に
よ
る
年
金
受
給
者
及
び
給

与
所
得
者
に
対
す
る
無
料
相
談

日
　
時　

２
月
22
日（
金
）10
時
～
16
時

会
　
場　

富
士
吉
田
市
民
会
館

対
象
者

・
公
的
年
金
等
受
給
者
で
所
得
税
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
方

・
年
金
受
給
者
及
び
給
与
所
得
者
で
医
療

費
控
除
の
還
付
申
告
書
を
提
出
す
る
方

※
土
地
、
建
物
及
び
株
式
な
ど
の
譲
渡

所
得
の
あ
る
合
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
合
先

東
京
地
方
税
理
士
会
大
月
支
部
事
務
局

☎
０
５
５
５（
22
）８
４
８
１

会　　　場
確定申告書作成相談会 税理士会が行う無料申告相談

開　催　日 時　間 開　催　日 時　間

上野原市もみじホール 1月29日（火）

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

2月7日（木）
2月8日（金）

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

都留市役所 2月1日（金） ―

富士吉田市民会館 1月31日（木） 2月5日（火）
2月6日（水）

富士河口湖町中央公民館 1月30日（水） 2月13日（水）

■相談会の日程 平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されました
問合先：税務課
市民税担当

　

平
成
23
年
12
月
2
日
に
東
日
本
大

震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法（
平
成
23

年
法
律
第
１
１
７
号
）が
公
布
さ
れ
、

「
復
興
特
別
所
得
税
」が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

■
納
税
義
務
者

　

個
人
の
方
で
所
得
税
を
納
め
る
義

務
の
あ
る
方
。

■
課
税
対
象

　

個
人
の
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
25

年
か
ら
平
成
49
年
ま
で
の
各
年
分
の

所
得
税
額
。

※
給
与
所
得
者
の
方
は
、
平
成
25
年

1
月
1
日
以
降
に
支
払
を
受
け
る
給

与
な
ど
か
ら
復
興
特
別
所
得
税
が
源

泉
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
復
興
特
別
所
得
税
額
の
計
算　
　

　
【
算
式
】　

復
興
特
別
所
得
税
額

　

＝
基
準
所
得
税
額
×
２
・
１
％

※
そ
の
年
分
の
所
得
税
に
お
い
て
外

国
税
額
控
除
の
適
用
が
あ
る
居
住
者

の
方
の
う
ち
、
控
除
対
象
外
国
所
得

税
額
が
所
得
税
の
控
除
限
度
額
を
超

え
る
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
超
え
る

金
額
を
そ
の
年
分
の
復
興
特
別
所
得

税
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
年
分
の
復
興
特

別
所
得
税
額
の
う
ち
国
外
所
得
に
対

応
す
る
部
分
の
金
額
が
限
度
と
さ
れ

ま
す
。

■
源
泉
徴
収

　

源
泉
徴
収
義
務
者
の
方
は
、
給
与

そ
の
他
源
泉
徴
収
を
す
べ
き
所
得
を

支
払
う
際
、
そ
の
所
得
に
つ
い
て
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
を
徴
収

し
、
そ
の
法
定
納
期
限
ま
で
に
、
こ

れ
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
年
末
調
整

　

所
得
税
の
年
末
調
整
を
す
る
源
泉

徴
収
義
務
者
の
方
は
、
平
成
25
年
か

ら
平
成
49
年
ま
で
の
各
年
分
に
お
い

て
は
、
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
年
末
調
整
を
併
せ
て
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

■
基
準
所
得
税
額

　

左
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

区分 基準所得税額

居住者

非永住者以外の
居住者 全ての所得に対する所得税額

非永住者 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又
は国内に送金されたものに対する所得税額

非居住者 国内源泉所得に対する所得税額

　その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方については、
外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。

介護保険地域密着型サービス事業者の募集について 問合先：記事をご覧ください
　

第
５
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基

づ
き
、
平
成
25
年
度
中
に
開
設
す
る

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
募

集
し
ま
す
。

■
募
集
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

　
事
業
及
び
募
集
数

定
期
巡
回
・
随
時
訪
問
型
訪
問
介
護

看
護　

１
事
業
所

■
主
な
応
募
要
件

①
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
え
る

　

法
人
格
を
取
得（
取
得
見
込
み
を

　

含
む
。）し
て
い
る
こ
と
。

②
自
ら
が
施
設
整
備
を
行
い
、
そ
の

　

運
営
を
行
う
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

③
平
成
25
年
12
月
ま
で
に
、
整
備
を

　

完
了
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
可
能

　

で
あ
る
こ
と
。

■
募
集
手
続

　

応
募
す
る
事
業
者
の
方
は
、
次
の

「
応
募
申
込
に
関
す
る
提
出
書
類
一

覧
」及
び「
事
業
計
画
に
関
す
る
提
出

書
類
一
覧
」に
あ
る
書
類
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

（
１
）応
募
申
込
に
関
す
る
提
出
書
類

１
応
募
申
込
書

２
定
款
又
は
寄
付
行
為

３
法
人
登
記
簿
謄
本

４
誓
約
書

５
事
業
者（
法
人
）概
要

６
納
税
証
明

７
土
地
売
買（
賃
借
）の
状
況
確
認
書

（
２
）開
設
提
案
に
関
す
る
提
出
書
類

８
事
業
計
画
書

９
事
業
提
案
書

10
管
理
者
・
計
画
作
成
責
任
者
・

　

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
経
歴
書

11
従
事
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形

　

態
一
覧
表

12
資
金
計
画
書

13
収
支
計
画
書

14
開
設
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

15
事
業
所（
予
定
地
）の
写
真

16
設
備
・
備
品
等
一
覧
表

17
事
業
所
の
案
内
図
・
配
置
図
・

　

平
面
図
等

18
連
携
に
関
す
る
同
意
書

19
そ
の
他
必
要
な
書
類

※（
１
）及
び（
２
）と
も
、
い
ず
れ
も

７
部（
正
本
１
部
、
副
本
６
部
）

■
提
出
日
時
及
び
提
出
場
所

提
出
日
時　

１
月
７
日（
月
）～

　
　
　
　
　

１
月
25
日（
金
）ま
で

提
出
場
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内

　
　
　

健
康
推
進
課
介
護
保
険
担
当

■
問
合
先

健
康
推
進
課
介
護
保
険
担
当

〒
４
０
２
―
０
０
５
１　
　

都
留
市

下
谷
２
５
１
６
番
地
１　

い
き
い
き

プ
ラ
ザ
都
留

　

☎（
46
）５
１
１
３（
内
線
１
２
１
）

　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
46
）５
１
１
９

電
子
メ
ー
ル

　

kaigohoken@
city.tsuru.lg.jp

　

応
募
す
る
事
業
者
の
方
は
、「
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
募
集
要
項
」

を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
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今
月
の

「
ふ
れ
あ
い
・
子
育
て
サ
ロ
ン
」

親
子
一
緒
の
サ
ロ
ン

日
　
時　

１
月
21
日（
月
）

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

各
自
必
要
な
も
の

費
　
用　

１
０
０
円

託
児
サ
ロ
ン

日
　
時　

１
月
28
日（
月
）

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
２
階

持
ち
物　

お
気
に
入
り
の
お
も
ち
ゃ
、

お
や
つ
、
飲
み
物
、
着
替
え
、
靴

費
　
用　

１
０
０
円

申
込
・
問
合
先　

市
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
46
）５
１
１
５

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
ひ
び
き
の
会
」の
読
み
聞
か
せ

※
１
月
、
２
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
の

「
こ
ぐ
ま
の
ち
い
さ
な
お
は
な
し
会
」

日
　
時　

１
月
18
日（
金
）10
時
30
分
～

場
　
所　

エ
コ
ハ
ウ
ス（
市
役
所
西
）

内
　
容　

乳
児
か
ら
未
就
園
児
の
親
子

　
　
　
　

を
対
象
に
読
み
聞
か
せ
や
手

　
　
　
　

遊
び
を
し
ま
す
。
素
敵
な
プ

　
　
　
　
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
よ
!!

こ
ぶ
た
の
会
の

「
ワ
ク
ワ
ク
」お
は
な
し
会

※
１
月
、
２
月
は
お
休
み
し
ま
す
。

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
＆
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

ベ
ビ
ー
ヨ
ガ
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
ほ

か
、
製
作
や
お
う
た
あ
そ
び
、
あ
か

ち
ゃ
ん
の
お
話
な
ど
行
い
ま
す
。

日
　
時　

１
月
11
日（
金
）10
時
30
分
～

場
　
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
2
階

対
　
象　

３
カ
月
～
1
歳（
要
申
込
み
）

参
加
費　

５
０
０
円

持
ち
物　

バ
ス
タ
オ
ル
、
飲
み
物

申
込
・
問
合
先

☎
０
９
０（
７
７
１
０
）２
３
８
９

　

サ
ー
ク
ル
バ
ン
ビ
ィ
（
友
野
）

市が使用する封筒に広告を掲載しませんか 問合・申込先：税務課
　

税
務
課
で
平
成
25
年
度
に
使
用
す

る
封
筒
の
裏
面
に
掲
載
す
る
、
市
内

の
事
業
者
な
ど
の
広
告
を
募
集
し
ま

す
。
広
告
掲
載
を
ご
希
望
の
場
合

は
、
次
の
要
領
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

封筒の使用目的 　軽自動車税、固定資産税、市県民税、国民健康保険税などの納付書発送用封筒とし
て使用します。

封筒の規格 窓あき封筒（12 ｃｍ×22 ｃｍ）

広告掲載位置 封筒の裏面

広告規格 1 枠の大きさは、縦４ｃｍ×横10 ｃｍです。

広告募集枠数

 　　　　　３枠
　　　　　　（例）

広告掲載料 1 枠　37,000 円

封筒印刷枚数 37,000 枚

広告掲載期間 封筒の使用が終了するまで（約1 年間）

申込方法
　「都留市広告掲載申込書」にご記入のうえ、掲載しようとする広告の原稿を添えて、
税務課までお申し込みください。申込書は税務課にあります。市ホームページからも
ダウンロードできます。

申込締切 １月25 日（金）

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄

広
告
掲
載
欄
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